
まもなく４月新年度を迎えますが、例年に比べて寒さの厳しい毎日です。

お変わりありませんか？

２月の税務

法人 ： 12月決算法人の確定申告と納税

地方税 ： 固定資産税と都市計画税の第４期分の納付

個人 ： 贈与税、所得税の確定申告（２月16日から）

経理の窓 ２・３月号
平成２３年３月20日号

平成24年３月分以降の健康保険料率、介護保険料率、特定保険料率が改定されました。

４月１日より雇用保険料率、労災保険料率が改定されます。

４月支給の給与（賞与）から、新しい料率で保険料の徴収を行います。

給与計算ソフトの料率変更が必要になります。給与計算のソフトを使用しない場合は、

平成24年３月からの健康保険料厚生年金保険料月額表より、保険料額を求めます。

平成24年度の雇用保険料率は、前年度より引き下げられました。

（平成24年度 雇用保険料率表）

①労働者負担 ②事業主負担 ①＋②雇用保険料率

一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000

建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000

農林水産

清酒製造の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000

〈健康保険・介護保険・雇用保険の料率改定〉

３月の税務

法人 ： １月決算法人の確定申告と納税

個人 ： 贈与税、所得税の確定申告（３月15日まで）

消費税の確定申告と納付（３月31日まで）



発行が遅れていた経理の窓２月号と３月号を合併して、お届けします。

平成23年の税制改正で、平成24年4月1日より適用になるものは、減価償却の償却率の変更と

平成23年消費税改正があります。消費税の改正内容は、４月号に掲載いたします。

有限会社 たべい

電話 043-422-5836 FAX 043-422-5844

平成23年12月2日に減価償却の方法の変更が公布されました。また、1月25日に耐用年数

省令の一部改正省令が公布され「200％定率法」の償却率、保証率が明らかとなりました。

定率法を使用する場合、平成24年４月１日以後取得する資産は、「200％定率法」にて、

計算することになります。

〈定率法の償却率の見直し〉

平成24年４月１日以後取得される資産の定率法の償却率が引き下げられました。

（定額法償却率の2.5倍から2.0倍）あわせて改定償却率と保証率も変更されます。

平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定率法・旧定額法

平成19年4月1日～平成24年3月31日に取得した資産 250％定率法・定額法

平成24年4月1日以後取得する資産 200％定率法・定額法

〈経過措置〉

① 事業年度が平成24年4月1日をまたぐ場合、平成24年4月1日以後取得した資産も現行の

250％定率法で償却することができます。

② 平成24年4月1日に属する事業年度の確定申告書の提出期限までに所轄税務署に届け出

をすれば、改正事業年度、または平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいず

れかで250％定率法適用の既存資産も200％定率法に変更して償却することができます。

またこれを適用して200％定率法に変更した資産は、平成24年4月1日以後に取得した

ものとみなして、当初の耐用年数で終了することができます。

〈減価償却方法の変更〉


